
※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 者 株式会社ヒト・コミュニケーションズ

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 空港グランドハンドリング業務における特定技能外国人の受入促進に係る調査

開 札 年 月 日 令和6年5月2日　( 落札決定日 令和6年5月21日 )

￥ 3,300,000 -

入 札 執 行 官 署

落 札 金 額

国土交通省航空局

予 定 価 格 ￥ 17,614,878 -

積 算 額 ￥ 17,614,878 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 10,568,926 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥

入 札 書 比 較 価 格 （ 予 定 価 格 の 100/110 ） ￥ 16,013,526 -

9,608,115 -

低入札価格調査実施　第１回　落札　

摘　要入札参加者

第２回入札

入札金額

第１回　落札

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

第１回入札

入札金額

3,000,000

6,000,000

12,700,000

18,000,000

24,800,000

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

EY新日本有限責任監査法人



：

：

：

１ ．落 札 者 ：

２ ．落 札 者 決 定 日 ： 令和6年5月21日

令和6年5月21日

　　支出負担行為担当官
　　国土交通省航空局長　　平岡　成哲

とおり落札者を決定をしたので、契約事務取扱規則第１０条第３項の規定により公表する。

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

進に係る調査

　　上記入札について、予算決算及び会計令第８６条第１項の規定により調査した結果、次の

〈　落札者の決定について　〉

件 名 空港グランドハンドリング業務における特定技能外国人の受入促

入 札 年 月 日 令和6年5月2日

入 札 場 所 国土交通省　航空局　入札室



低入札価格調査の実施概要（物品の製造又は役務の提供等） 
 

 

件     名：空港グランドハンドリング業務における特定技能外国人の受入促進に

係る調査 

 

発 注 機 関：国土交通省 航空局 

 

調査対象業者名：株式会社ヒト・コミュニケーションズ 

 

項   目 内   容 

(1) その価格により入札した理由 

調査対象業者からの提出資料による

と、調査対象業者は、空港グランドハンド

リング、外国人雇用及び外国人育成等、雇

用や採用におけるコンサルティング業務

の各領域をグループ１社で網羅してお

り、本調査業務内容を自社内で完結する

ことができ、価格を抑えることができて

いる。 

セミナーでの説明については、観光庁

が実施した宿泊業における外国人材の雇

用促進に関するセミナーで制度説明経験

のあるものが従業員におり、グランドハ

ンドリング業務もグループ内で実施して

いるため、その業務従事者が登壇するこ

とで対応できることから、講師の外部委

託をする必要がなく、価格を抑えること

ができている。 

また、セミナー及びマッチングイベン

ト運営においても開催場所である福岡・

北海道双方に支社を有しているため、運

営の外部委託をすることなく、支社と連

携することで現地の人員で対応可能とな

っている。 

マニュアル作成においては、すでに自

社内で類似の特定技能受入に関するマニ

ュアルを整備しており、参考とすること

で経費削減が可能となっている。 

以上の点が価格を抑えることができた

主な要因と考えられる。 

(2) 当該契約の履行体制 

業務履行体制については、業務全体の

総括を行う者を筆頭として、担当者計８

名を配置する予定であり、各担当者の業

務も分担されている。仕様書の要件と比



しても適正な体制となっており、特に問

題は認められない。 

(3) 当該契約期間中における他の契約請負状況 

調査対象業者は、自治体からの業務委

託等８件の契約請負があるが、（２）のと

おり業務履行体制を構築することから、

本請負の履行への影響はない。 

また、管理技術者及び調査担当者は、８

件の契約請負の担当にはなっていないた

め、本請負の履行への影響はない。 

(4) 手持機械等の状況 なし 

(5) 国及び地方公共団体等から過去において受

注・履行した契約件名及び発注者 

神奈川県による「令和３年度神奈川県

観光客消費動向等調査業務委託」の受注

実績があり、適切に業務履行されている

ことを確認している。 

(6) 経営内容 

調査対象業者の経営状況は、決算報告

書等から、健全な経営が行われていると

判断する。 

また、過去に受注した業務において、不

履行を発生させたことはないから、信用

状況は良好と判断する。 

(7) (1)から(6)までの事情聴取した結果について

の調査検討 

今回の入札金額について、資料の提示

及び事情聴取の実施により、上記調査事

項について、確認した結果、本件は入札価

格が調査基準価格を下回っているもの

の、当該業者が契約履行を行うことにつ

いて、特段問題はないものと認められる。 

(8) 信用状況 

調査対象業者の経営状況は、決算報告

書等から、健全な経営が行われているこ

とを確認した。また、過去に受注した業務

において、不履行を発生させたことはな

いことから、信用状況は良好と確認した。 

(9) その他の必要な事項 特になし。 

 
 


